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事業場の労働環境などの改善が、健康で安全な社会をつくるための企業貢献として高く評価され

る時代が来ています。過重労働対策を成功させるためには、事業者が「過労死や過重労働による健

康障害を生じさせない」という方針を決定し、これを表明することから始めましょう。方針の表明

は、管理・監督者を含めたすべての労働者の健康確保を最も重視しなければならないという事業場

トップの決意を全員に知らせることが重要です。

事業場トップの過重労働対策に対する方針は、過重労働を防止する企業風土をつくることを目標

としましょう。方針の決定には、労働者の意見を聴くことと、社内的な合意形成が重要となります。

方針を決定したら、文書等により全労働者に周知徹底します。人事労務部門や産業保健部門が勤務

状況などを検討した上で、方針を役員会議などで決定した事業場の事例では、過重労働対策が効果

的に運用されている実績があります。

例 過重労働対策に関する方針表明

1．労働環境を含めたあらゆる領域の環境改善は、企業の社会的責任である。

2．過重労働を防止し労働者の健康を確保することは、企業存立の基盤である。

3．労働者全員参加のもとに、過重労働対策を推進する。

4．時間外労働時間は、原則として月45時間以内とする。

5．過重労働防止のためのガイドラインを作成し、これを実施し、結果を評価する。

6．評価結果をフィードバックし、過重労働防止のために継続的な改善を行う。

1.  事業者による意思決定と方針の表明

1 方針表明の意義と例



4

方針を明らかにしたら、事業者は過重労働対策に関係する担当部署の役割、つまり責任と権限な

どを決めましょう。対策実施のためのポイントは以下のようなものになります。

● 方針や担当部署の役割などは、文書にして管理しておけば、対策の実施に当たり、全労働者が

いつでも確認でき、また担当者が交代したときにも円滑に引き継ぐことができます。

● 過重労働対策は、業務そのものに大きく影響するテーマなので、事業場全体の合意形成を十分

に行うことがポイントとなります。このため、衛生委員会等＊で検討する他に、経営会議、役員

会議、幹部会議、労使協議会などの場を適宜活用することが大切です。

● 方針を事業場内に周知するには、文書配布や電子掲示板などを活用し、いつでもどこでも見ら

れるようにして全労働者の理解を得ることが大切です。

● 文書とは別に、事業場トップ自らが全労働者に方針を語ることは優れた周知徹底の方法です。

● 事業場全体で対策に取り組むために、衛生委員会等を活用しましょう。

● 過重労働対策の実施手順や担当者を定めた行動プログラムをつくることは効果的です。

● 健康に働くことができる環境整備など、労働者のセルフケアを支援する仕組みが必要です。

● 過重労働と健康障害予防について、管理・監督者を含めた労働者に意識啓発のための研修の機

会を提供することが有効です。

（＊衛生委員会等　P5参照）

事業場トップの意向が過重労働対策に及ぼす影響力は非常に大きく、過労死や過重労働による健

康障害を防ぐという決意をガイドラインとして表明したトップの具体的な改善指示により、これら

長時間労働者が半減したという事例もあります。

例 事業場トップの指示により効果を上げた過重労働対策

2 方針に基づく対策実施のためのヒント

事業場トップ方針表明 

役員会議 

事業場独自の過重労働対策 
ガイドラインの提示 

長時間労働者の多い 
各部門長へ改善指示 

指示に対する 
各部門の対応 

月45時間超の 
時間外労働者が半減 

人事労務部門と産業保健部門の対応 

長時間労働削減対策の実施 

時間外労働の実態を隔月に役員全員へ報告 




